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企業集団の現況に関する事項

（1）従業員の状況
① 企業集団の従業員の状況

従 業 員 数 前期末比増減

1,917名（3,671名） 38名増 （74名減）

（注） 従業員数は就業員数であり、準社員、パートタイマー及びアルバイト(1日8時間換算)は( )内に記載しております。

② 当社の従業員の状況
従 業 員 数 前期末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

42名（18名） １名増 （１名減） 42.3歳 ３年８か月

（注）1. 従業員数は全て株式会社ダイユーエイト及び株式会社タイムの出向者であります。
2. 従業員数は就業員数であり、準社員、パートタイマー及びアルバイト(1日8時間換算)は( )内に記載しております。

（2）主要な借入先
借 入 先 借入残高

株式会社みずほ銀行 5,442
百万円

株式会社中国銀行 3,071

株式会社東邦銀行 2,589

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 2,432
（注）キャッシュ・マネジメント・システムによる関係会社からの借入金を除いて記載しております。
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会社の株式に関する事項

（2026年２月28日現在）
（1）発行可能株式総数 120,000,000株

（2）発行済株式の総数 30,193,386株

（3）株主数 18,555名

（4）大株主
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 バ ロ ー ホ ー ル デ ィ ン グ ス 15,277
千株

50.62
％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,267 4.20

株 式 会 社 ア サ ク ラ ・ Ｈ Ｄ 1,043 3.46

JP JPMSE LUX RE UBS AG LONDON BRANCH EQ CO 612 2.03

野 村 證 券 株 式 会 社 423 1.40

Ｓ Ｍ Ｂ Ｃ 日 興 証 券 株 式 会 社 417 1.38

大 和 証 券 株 式 会 社 328 1.09

み ず ほ 証 券 株 式 会 社 319 1.06

ダ イ ユ ー エ イ ト 社 員 持 株 会 314 1.04

浅 倉 俊 一 275 0.91
（注）1. 持株比率は、自己株式（10千株）を控除して計算しております。なお、株式給付信託（BBT）の信託

財産として株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が保有する当社株式（159千株）は、発行済株式
の総数から控除する自己株式に含めておりません。

（5）当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に交付した株式の状況
株式数 交付対象者数

取締役（監査等委員である取締役を除く） 2,400株 １名
（注） 1. 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告２項「（4）取締役の報酬等」に記載しております。

2. 上記は、退任した役員に対して交付された株式を記載しております。
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新株予約権等に関する事項

（1）当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況
当事業年度の末日に当社及び株式会社ダイユーエイト役員が保有する新株予約権等の状況

新株予約権

新 株 予 約 権 の 数 112個 99個 125個

目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 普通株式

目 的 と な る 株 式 の 数 12,432株（注）2 10,989株（注）2 13,875株（注）2

行使時の払込金額 ( 円 ) （注）3 （注）3 （注）3

行 使 期 間 自 2016年９月１日
至 2044年６月10日

自 2016年９月１日
至 2045年６月10日

自 2016年９月１日
至 2046年６月10日

行 使 の 条 件 （注）4 （注）4 （注）4

譲 渡 に 関 す る 事 項 （注）5 （注）5 （注）5
取締役(監査等委員及び
社 外 取 締 役 を 除 く ) ２名 ２名 ２名

社外取締役(監査等委員を除く) − − −

取 締 役 ( 監 査 等 委 員 ) − − −

（注）1. 2016年５月18日開催の株式会社ダイユーエイト定時株主総会において、当社を親会社として設立する株式移転が承認さ
れ、当該株式移転により、当社設立前に株式会社ダイユーエイトが発行した新株予約権に代わり、当社新株予約権が交付
されております。「行使期間」欄の始期は、当社設立日であります。

2. 新株予約権１個につき目的となる株式数は、111株であります。
3. 新株予約権の行使により交付される株式１株当たりの金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額としております。
4. 新株予約権者は、上記の新株予約権の行使期間において、当社又は当社の関係会社の取締役の地位を喪失した日の翌日か
ら10日を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使できるものとしております。

5. 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要するものとしております。

（2）当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人に交付された新株予約権等の状況
該当事項はありません。

（3）その他新株予約権等に関する重要な事項
該当事項はありません。
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会計監査人の状況

（1）会計監査人の名称
EY新日本有限責任監査法人

（2）責任限定契約の内容の概要
該当事項はありません。

（3）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
支 給 額

①当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

公認会計士法第２条第１項の業務についての報酬等の額 62百万円

公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務に係る報酬等の額 ―百万円

②当社及び当社子会社が会計監査人に支払うべき金額その他の財産上の利益の合計金額 72百万円

（注）1. 当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査の
実施状況、監査計画及び報酬見積の相当性などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬額につき会社法第399条第１項
の同意を行っております。

2. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分し
ておりませんので、上記①の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

3. 会計監査人監査の対象となる全ての子会社につきましても、EY新日本有限責任監査法人が会計監査人となっております。

（4）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、株

主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると認められる場

合に、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が、監査人を解任いたします。この場合、監査等委員
会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びそ
の理由を報告いたします。
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会社の体制及び方針

（1）業務の適正を確保するための体制
① 取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1) 企業行動憲章を制定し、代表取締役がその精神を役員及び使用人に伝えることにより、法令遵守及び社
会倫理の遵守を企業活動の前提とすることを徹底する。

2) 代表取締役社長が任命する取締役（監査等委員である取締役を除く）を委員長とする内部統制委員会
は、コンプライアンス上の重要な問題を審議し、その結果を代表取締役及び取締役会に報告する。各業務
担当取締役は、各業務部門固有のコンプライアンス・リスクを分析し、その対策を具体化する。

3) 各業務部門の責任者及び取締役並びに監査等委員である取締役がコンプライアンス上の問題を発見した
場合は、速やかに内部統制委員会に報告する体制を構築する。使用人が直接報告することを可能とするコ
ンプライアンス・ホットラインを設ける。報告・通報を受けた内部統制委員長は、その内容を調査し再発
防止策を担当部門と協議の上、決定し、全社的に再発防止策を実施する。

4) 使用人の法令・定款違反行為については、内部統制委員会から管理本部人事部に処分を求め、役員の法
令・定款違反については、内部統制委員会が取締役会に具体的な処分を答申する。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
代表取締役社長が任命する取締役（監査等委員である取締役を除く）を取締役の職務執行に係る情報の保

存及び管理を全社的に統括する責任者とする。任命された取締役は、文書管理規程に従い職務執行に係る情
報を文書又は電磁的媒体に記録し、保存する。取締役及び監査等委員である取締役は文書管理規程により、
これらの文書を常時閲覧できるものとする。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理体制の基礎として、リスク管理規程を定め、当社グループの個々のリスクについて管理責任者

を決定し、同規程に従ったリスク管理体制を構築する。不測の事態が発生した場合には、代表取締役を本部
長とする対策本部を設置し、管理本部を中心とした情報連絡チーム及び顧問弁護士等を含む外部アドバイザ
リーチームを組織し迅速な対応を行い、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整える。
また、内部監査部門はグループ各部門のリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に代表取締役に報

告し、代表取締役は取締役会にその改善策を諮る。
④ 取締役及び使用人の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

以下の経営管理システムを用いて、取締役の職務の執行の効率化を図る。
1) 職務権限・意思決定ルールの策定
2) 取締役及び部・室長を構成員とする業績検討会の開催
3) 取締役会による中期経営計画の策定、中期経営計画に基づく事業部門毎の業績目標と予算の設定及びIT
を活用した月次・四半期業績管理の実施

4) 業績検討会、政策協議会、取締役会による月次実績のレビューと改善策の実施
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⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1) 内部監査室は、当社及びグループ各社間での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達
等、内部統制活動を円滑に推進するために必要な役割を担う。

2) 当社取締役、部室長及びグループ各社の社長は、各部門の業務執行の適正を確保する内部統制の確立と
運用の権限と責任を有する。

3) 当社の内部監査室は、当社及びグループ各社の内部監査を実施し、その結果を内部統制委員会委員長及
び上記2)の責任者に報告し、内部統制委員会委員長は必要に応じて、内部統制の改善策の指導、実施の支
援・助言を行う。

⑥ 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並
びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査等委員である取締役は、内部監査室所属の使用人に監査業務に必要な事項を命令することができるも

のとし、監査等委員である取締役より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に関して取締役、
内部監査室長等の指揮命令を受けないものとする。

⑦ 取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
1) 監査等委員会に報告すべき事項を定める規程を監査等委員会と協議の上制定し、取締役は次に定める事
項を報告することとする。
イ．政策協議会で決議された事項
ロ．会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
ハ．毎月の経営状況として重要な事項
ニ．内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項
ホ．重大な法令・定款違反
ヘ．コンプライアンス・ホットラインの通報状況及び内容
ト．その他コンプライアンス上重要な事項

2) 使用人は前項ロ．及びホ．に関する重大な事実を発見した場合は、監査等委員である取締役に直接報告
することができるものとする。

⑧ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会と代表取締役の定期的な意見交換会を設ける。監査等委員会は必要に応じて独自に顧問弁護

士を委嘱することができ、とりわけ専門性の高い法務・会計事項については、専門家に相談できる機会を保
障されるものとする。
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（2）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
① 内部統制システム全般について

当社及び当社グループ全体の内部統制システム全般の整備・運用状況を当社の内部監査室がモニタリング
し、改善を進めております。

② 監査等委員会の運用状況について
監査等委員は、取締役会、政策協議会等の重要な会議への出席等を通じ、取締役から業務執行の報告を受

けるとともに、その意思決定の過程や内容について監督を行っております。
③ 内部監査について

内部監査室が作成した内部監査計画に基づき、当社及び当社グループ各社の内部監査を実施しておりま
す。内部監査室は、監査結果を代表取締役を始め、取締役会、監査等委員会、内部統制委員会に報告してお
ります。

（3）株式会社の支配に関する基本方針
当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針については、特に

定めておりません。

（4）剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある

場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって決定する旨を定款で定めております。将来
の事業展開と経営基盤の一層の充実強化を図り、継続的かつ安定的に株主還元を行うことを基本方針とし
ており、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うこととしております。
しかしながら、2026年2月13日公表の「コーナン商事株式会社による当社株券等に対する公開買付けに

関する賛同の意見表明及び応募推奨並びに資本業務提携契約の締結に関するお知らせ」のとおり、公開買
付者による当社の普通株式に対する公開買付け及びその後の一連の取引により、当社株式は上場廃止とな
る予定であること、また同日公表の「2026年２月期配当予想の修正（期末配当・無配）及び株主優待制度
の廃止に関するお知らせ」に記載のとおり、本公開買付けにおける買付け等の価格は、2026年２月期の期
末配当が行われないことを前提として総合的に判断及び決定がされていることを踏まえ、本公開買付けが
成立することを条件として、2026年２月12日開催の取締役会において期末配当を行わないことを決議し
ております。
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● 連結株主資本等変動計算書 （2025年３月1日から2026年２月28日まで）
（単位：百万円）

株主資本
資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 2,011 12,509 16,142 △188 30,475
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △1,146 △1,146
親会社株主に帰属する当期純利益 2,544 2,544
自 己 株 式 の 取 得 △0 △0
自 己 株 式 の 処 分 3 3
株主資本以外の項目の
当期変動額 (純額 )

当 期 変 動 額 合 計 − − 1,397 3 1,400
当 期 末 残 高 2,011 12,509 17,540 △185 31,875

（単位：百万円）

その他の包括利益累計額
新株予約権 非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評 価 差 額 金
退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 13 113 126 19 1,173 31,795
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △1,146
親会社株主に帰属する当期純利益 2,544
自 己 株 式 の 取 得 △0
自 己 株 式 の 処 分 3
株主資本以外の項目の
当期変動額 (純額 ) 128 27 156 31 188

当 期 変 動 額 合 計 128 27 156 − 31 1,589
当 期 末 残 高 142 140 283 19 1,205 33,384

※記載金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。
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連結注記表

1. 継続企業の前提に関する注記
該当事項はありません。

2. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項等に関する注記
⑴ 連結の範囲に関する事項
① 連結子会社数 8社

連結子会社の名称
株式会社ダイユーエイト
株式会社タイム
株式会社アレンザ・ジャパン
株式会社日敷
有限会社アグリ元気岡山
株式会社アミーゴ
株式会社ホームセンターバロー
株式会社ダイユーエイトリフォームサービスセンター

② 非連結子会社数 １社
主要な非連結子会社の名称
有限会社日敷購売会

連結の範囲から除いた理由
非連結子会社有限会社日敷購売会は、小規模会社であり、総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び

利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためです。
⑵ 持分法の適用に関する事項

持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称
非連結子会社
有限会社日敷購売会

関連会社
株式会社横手エス・シー

持分法を適用しない理由
持分法を適用していない会社は、それぞれ当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等か

ら見て、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響は軽微であり、かつ、全体としても重要性がない
ため、持分法の適用範囲から除外しております。
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⑶ 会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法
イ 有価証券
その他有価証券
市場価格のない
株式等以外のもの

期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算定)

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
ロ 棚卸資産

商品 主として、売価還元法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
原材料及び貯蔵品 最終仕入原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ 有形固定資産
（リース資産を除く）

建物は定額法、建物以外は定率法を採用しております。ただし、2016年４
月１日以降に取得した建物附属設備並びに構築物については定額法によって
おります。
主な耐用年数は次のとおりです。

・建物及び構築物 2年〜 47年
・機械装置及び運搬具 2〃〜 17〃
・工具、器具及び備品 2〃〜 20〃

ロ 無形固定資産
（リース資産を除く）

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社
内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

ハ リース資産 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、自己所
有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リー
ス期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

③ 重要な引当金の計上基準
イ 貸倒引当金 売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能
見込額を計上しております。

ロ 役員賞与引当金 役員の賞与の支給に備えるため、当連結会計年度の負担すべき支給見込額を
計上しております。

ハ 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく期末要支給額を計上し
ております。

ニ 閉店損失引当金 店舗の閉店に伴い発生する損失に備えるため、中途解約違約金等の閉店関連
損失見込額を計上しております。

ホ 株式報酬引当金 取締役を対象とした株式報酬制度による当社株式の交付に備えるため、株式
交付規程に基づき、取締役に割り当てられたポイントに応じた株式の支給見
込額を計上しております。
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④ 収益及び費用の計上基準
当社グループは、以下の５ステップアプローチに基づき、収益（リース取引及び金融商品取引を除く）を認識し

ております。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する。
ステップ５：履行義務の充足時に(又は充足するにつれて)収益を認識する。
収益の主要な区分におけるそれぞれの収益認識基準、本人代理人の判定に関する基準は以下のとおりでありま

す。
イ 商品販売に係る収益 当社グループはホームセンター事業やペット事業を中心に行っており、主に

店舗における商品の販売が履行義務となります。顧客に商品を引き渡した時
点で顧客が支配を獲得し履行義務が充足されるため、当該時点において収益
を計上しております。履行義務に関する対価の支払は、顧客の選択した決済
手段に従って、短期のうちに受領しており、重大な金融要素は含んでおりま
せん。また、当社グループは会員向けのポイントプログラムを運営しており、
会員の購入金額に応じて付与したポイントは、将来当社グループが提供する
商品等を購入するために利用することができます。付与したポイントは履行
義務として識別し、使用実績率等を考慮して算定した独立販売価格を基礎と
して取引価格を配分することで契約負債の金額を算定しております。契約負
債は、ポイントの利用時及び失効時に取り崩しを行い、収益を認識しており
ます。

ロ 本人代理人の判定 当社グループが特定された財又はサービスを自ら提供する履行義務である場
合には、本人として対価の総額で収益を表示しております。当社グループが
特定された財又はサービスが他の当事者によって提供されるように手配する
履行義務である場合には、代理人として顧客から受け取る対価の総額から第
三者のために回収した金額を差し引いた純額で収益を表示しております。

⑤ 退職給付に係る会計処理の方法
イ 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期

間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
ロ 数理計算上の差異及び過去勤務

費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤
務期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分した金額をそれぞ
れ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
（5年）による定額法により按分した金額を費用処理することとしておりま
す。

ハ 小規模企業等における簡便法の
採用

一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職
給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法
を適用しております。
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⑥ 重要なヘッジ会計の方法
イ ヘッジ会計の方法 原則として、繰延ヘッジ処理によっております。なお、金利スワップについ

ては、特例処理の要件を満たしている場合には特例処理によっております。
ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金
ハ ヘッジ方針 市場リスク管理規程に基づき、ヘッジ対象に係る金利変動リスクを一定の範

囲内でヘッジしております。
ニ ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ対象とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計を半期ごとに比較

し、両者の変動等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しております。ただし、
特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略してお
ります。

⑦ のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、のれんの発生原因に基づき、その効果の及ぶ期間（5〜20年）で均等償却しておりま
す。

⑧ その他連結計算書類作成のための重要な事項
該当事項はありません。

３. 会計方針の変更に関する注記
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正

会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準第20−３

項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号
2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65−２項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従
っております。なお、当該会計方針の変更による連結計算書類への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結計算書類にお

ける取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しておりま
す。なお、当該会計方針の変更による連結計算書類に与える影響はありません。
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4. 会計上の見積りに関する注記
１．店舗に係る固定資産の減損
(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

セグメント 固定資産 減損損失

ダイユーエイト 15,544百万円 35百万円

タイム 4,871百万円 5百万円

ホームセンターバロー 4,519百万円 11百万円

アミーゴ 6,932百万円 405百万円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
（算出方法）

連結子会社は、店舗に係る固定資産について減損の兆候の有無を把握するに際して、各店舗を独立したキャッ
シュ・フローを生み出す最小の単位としております。
減損の兆候の判定は、各店舗の営業活動から生ずる損益が継続してマイナスの場合、著しい経営環境の悪化が

ある場合及び店舗固定資産の市場価格が著しく下落した場合等に減損の兆候があるものとしております。ただ
し、新規出店店舗など予め合理的な事業計画が策定されており、当初より営業活動から生ずる損益が継続してマ
イナスとなることが予定されている場合、実際のマイナスの額が当該計画にて予定されていたマイナスの額より
も著しく下方に乖離していないときには、減損の兆候には該当しないものとしております。
減損の兆候がある資産グループについて減損損失の認識の判定を行い、減損損失を認識すべきであると判定し

た場合は帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失を計上しております。
減損損失の認識及び測定を行うに当たり、その資産グループにおける回収可能価額を正味売却価額又は使用価

値により算定しております。そのうち使用価値は、将来キャッシュ・フローを基に算定しており、資産グループ
の継続的使用によって生ずる将来キャッシュ・フローは店舗ごとの将来見込損益を基礎として算定しておりま
す。

（主要な仮定）
連結子会社の店舗に係る固定資産の減損の兆候の判定における主要な仮定は、店舗立上げ時に策定された合理

的な事業計画の前提となった売上高、売上原価及び人件費の変動予測であります。
また、減損損失の認識及び測定における主要な仮定は、店舗固定資産の将来キャッシュ・フローの見積りの基

礎となる将来見込損益の前提となった売上高、売上原価及び人件費の変動予測であります。

（翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響）
上記の主要な仮定は、連結子会社を取り巻く経営環境の変化や事業戦略の成否によって影響を受けるため、不

確実性を伴うものであります。したがって、これらの仮定が変化した場合には、当連結会計年度末において減損
損失の計上を不要と判断した資産グループについて、減損損失を計上する必要が生じる可能性があります。
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5. 連結貸借対照表に関する注記
⑴ 有形固定資産の減価償却累計額 38,717百万円
⑵ 担保に供している資産

投資有価証券 12百万円
建物 2,403百万円
土地 3,470百万円
敷金・保証金 155百万円
計 6,042百万円
上記に対応する債務
1年以内返済予定の長期借入金 14百万円
長期借入金 69百万円
長期預り保証金 132百万円
計 216百万円
取引保証金等の代用として供している資産
銀行預金 41百万円
計 41百万円

⑶ 固定資産の取得価額から控除した圧縮記帳累計額
建物 246百万円
構築物 45百万円
工具、器具及び備品 1百万円
計 293百万円

6. 連結損益計算書に関する注記
⑴ 営業収益については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。「顧客との
契約から生じる収益」は連結注記表の（収益認識に関する注記）1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報に
記載しております。

⑵ 減損損失
当連結会計年度において、当社グループは以下の資産について減損損失を計上しております。

用途 種類 場所

主として店舗用資産
建物、建物附属設備、構築物、
車両運搬具、工具器具備品、建設仮勘定、
リース資産、ソフトウェア、長期前払費用

山形県、宮城県、福島県、千葉県、
埼玉県、東京都、神奈川県、静岡県、
岐阜県、愛知県、三重県、岡山県、

香川県
当社グループは、事業用資産においては事業区分をもとに概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位毎

に、また遊休資産については個別物件単位で資産のグルーピングをしております。
営業損益の低迷により収益性が著しく低下しており、回復の見込みが乏しい資産グループについて減損損失を認識

し、各々の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額490百万円を減損損失として特別損失に計上いたしまし
た。その内訳は建物16百万円、建物附属設備326百万円、構築物1百万円、車両運搬具0百万円、工具器具備品54百
万円、建設仮勘定24百万円、有形リース資産53百万円、無形リース資産0百万円、ソフトウェア5百万円、長期前払
費用5百万円であります。
なお、当該資産グループの回収可能価額は、正味売却価額又は使用価値により算定しております。正味売却価格

は、不動産鑑定評価額を基に算定した金額により評価しております。また、使用価値は将来キャッシュ・フローがマ
イナスの場合、回収可能価額をゼロとして評価しております。
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7. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴ 当連結会計年度末日における発行済株式の数

普通株式 30,193,386株

⑵ 剰余金の配当に関する事項
① 当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

決議 株式の種類 配当金の総額 1株当たり
配当額 基準日 効力発生日

2025年４月24日
取 締 役 会 普通株式 573百万円 19円 2025年２月28日 2025年５月８日

2025年10月16日
取 締 役 会 普通株式 573百万円 19円 2025年８月31日 2025年11月4日

② 当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項
2026年２月13日公表の「コーナン商事株式会社による当社株券等に対する公開買付けに関する賛同の意見表明

及び応募推奨並びに資本業務提携契約の締結に関するお知らせ」に記載のとおり、コーナン商事株式会社による当
社の普通株式（以下「当社株式」という。）に対する公開買付け及びその後の一連の手続を経て、当社株式が上場廃
止となる予定であることから、期末の配当を行わないことを決議しております。

⑶ 新株予約権に関する事項

内訳 目的となる
株式の種類

目的となる株式の数（株） 当連結会計年度末
残高（百万円）当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

2014年度株式報
酬型新株予約権 普通株式 12,432 ― ― 12,432 6
2015年度株式報
酬型新株予約権 普通株式 10,989 ― ― 10,989 6
2016年度株式報
酬型新株予約権 普通株式 13,875 ― ― 13,875 6

合計 37,296 ― ― 37,296 19
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8. 金融商品に関する注記
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、店舗の開設のための設備投資計画に基づき、必要な資金を銀行借入により調達しております。ま
た、短期的な運転資金についても銀行借入により調達しております。
なお、金融商品に対して、投機的な取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、主に取引先企業との業務等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。ま

た、関係会社等に対し短期及び長期貸付を行っております。
差入保証金は、主に店舗の土地又は建物を賃借するためのものであり、契約先（地主又はデベロッパー）の信用リス

クに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払法人税等並びに電子記録債務は、１年以内の支払期日であります。
短期借入金は、主に短期的な運転資金の調達を目的としたものであります。
長期借入金は、主に店舗の設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は概ね７年以内でありま

す。
なお、短期借入金及び長期借入金の一部は、変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、営業債権について、グループ財務部で取引先毎の期日管理及び残高管理を行うとともに、財政状況の悪化
等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
差入保証金の主なものについては、必要に応じて土地又は建物に抵当権を設定し、信用リスクを回避しておりま

す。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

投資有価証券については、市場価格の変動リスクに晒されており、財務部において四半期毎に時価や発行体の財務
状況を把握することにより市場価格の変動リスクの軽減を図っております。

③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社及び連結子会社は、営業活動及び投資活動に伴う支払いにおいて、支払期日にその支払いを実行できなくなる

流動性リスクに晒されております。そのため、当社及び主な連結子会社は、キャッシュマネジメントシステムを導入
し、当該システム参加会社の流動性リスクの管理は当社が行い、資金需要に関する継続的な見通しをモニタリングす
るとともに、金融情勢の変化に対応した資金調達の機動性の確保と資金コストの低減を目指し、調達先の分散や調達
手段の多様化を図っております。
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2. 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及び時価の算定方法

連結貸借対照表計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

⑴ 投資有価証券 524 524 −
⑵ 敷金及び保証金 6,399 5,294 △1,105

貸倒引当金 △18 △18 −
6,381 5,275 △1,105

資産計 6,905 5,800 △1,105
⑴ 長期借入金（1年以内返済予定の長

期借入金を含む） 18,210 17,675 △534

負債計 18,210 17,675 △534
（注）1 「現金及び預金」「未収入金」「支払手形及び買掛金」「電子記録債務」「短期借入金」「未払金」については、短

期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注）2 市場価格のない株式等

区分 連結貸借対照表計上額（百万円）
投資有価証券
非上場株式（※1） 34

（※1）これらについては、「投資有価証券」には含めておりません。

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類してお

ります。
レベル１の時価

観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産
又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価
観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外のインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価
観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベ
ルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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(1)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
その他有価証券
株式 509 − − 509
投資信託 − 14 − 14

資 産 計 509 14 − 524

(2)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
敷金及び保証金 − 5,275 − 5,275

資 産 計 − 5,275 − 5,275
長期借入金
（1年以内返済予定の長期借入金を含む） − 17,675 − 17,675

負 債 計 − 17,675 − 17,675
（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券
投資有価証券には上場株式、投資信託が含まれております。上場株式は取引所の価格を用いて評価して

おり、活発な市場で取引されているため、レベル１の時価に分類しております。投資信託は、公表されて
いる基準価額又は取引金融機関から提示された価格により評価しており、レベル２の時価に分類しており
ます。

敷金及び保証金
元利金の合計額をリスクフリーの利率に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いて算定する方法に

よっており、レベル２の時価に分類しております。
長期借入金（1年以内返済予定の長期借入金を含む）

元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によってお
り、レベル２の時価に分類しております。
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9. 収益認識に関する注記
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(単位：百万円)
報告セグメント その他

(注) 合計ダイユー
エイト タイム ホームセンタ

ーバロー アミーゴ 計

営業収益
顧客との契約
から生じる
収益

44,658 14,765 54,674 28,749 142,847 6,295 149,143

その他の収益 854 288 38 150 1,332 125 1,458
外部顧客への
売上高 45,513 15,053 54,712 28,900 144,180 6,421 150,601

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、アレンザホールディングスにおける取引等のほか、
アレンザホールディングス、ダイユーエイト、タイム、ホームセンターバロー及びアミーゴそれぞれの関係会社が含まれて
います。

２. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
2. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項等に関する注記「⑶ 会計方針に関する事項 ④ 収益及び

費用の計上基準」に記載のとおりであります。

３. 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
（1）契約資産及び契約負債の残高等

（単位：百万円）
当連結会計年度

期首残高 期末残高
顧客との契約から生じた債権 2,356 2,665
契約負債 993 1,084
(注)１．顧客との契約から生じた債権は、連結貸借対照表において「売掛金」として表示しております。
２．契約負債は、主に当社及び連結子会社の一部が付与したポイント及び発行した商品券のうち、期末時点におい

て履行義務を充足していない残高であります。
３．当連結会計年度において認識した収益のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた金額は993百万円であり

ます。

（2）残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいては、当初の予想契約期間が１年を超える重要な取引がないため、残存履行義務に関する情

報の記載は省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額
はありません。
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10. 1株当たり情報に関する注記
⑴ 1株当たり純資産額 1,071円15銭
⑵ 1株当たり当期純利益 84円76銭

11. 重要な後発事象に関する注記
(公開買付けの終了及び主要株主の異動)
当社は、2026年２月12日開催の取締役会において、コーナン商事株式会社（以下「公開買付者」といいます。）によ

る当社の普通株式及び新株予約権に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）に関し、賛同の意見を表明
するとともに、当社の株主の皆様に対して本公開買付けへの応募を推奨する旨を決議いたしました。なお、当該取締役
会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続により当社株式を非公開化すること、並びに当社株式が
東京証券取引所の上場廃止基準に従い所定の手続を経て上場廃止となる予定であることを前提として行われたものです。

１．公開買付者の概要
(1) 名称 コーナン商事株式会社

(2) 所在地 堺市西区鳳東町4丁401番地1

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 疋田 直太郎

(4) 事業内容 ホームセンター事業、建築職人向け小売業及び会員制建築資材卸売業

(5) 資本金 17,658百万円（2025年８月31日現在）

(6) 設立年月日 1978年９月20日

(7) 当社と公開買付者の関係

資本関係 該当事項はありません。

人的関係 該当事項はありません。

取引関係 該当事項はありません。

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。

２．買付け等の期間
2026年２月13日から2026年３月30日まで

３．買付け等の価格
普通株式 １株につき 1,465円

新株予約権 １個につき 1円
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４．買付け予定の株式等の数
買付予定数 14,943,133株

買付予定数の下限 4,744,300株

買付予定数の上限 ―株

５．異動に至った経緯
当社は、2026年２月12日開催の当社取締役会において、公開買付者による当社の発行済株式及び新株予約権に対す

る公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、当社の株主に対して本公開買付けに応募することを推奨する旨を決議
しました。本公開買付けは、2026年２月13日から2026年３月30日まで実施されましたが、当社は、公開買付者よ
り、本公開買付けの結果について、応募された当社株式の総数が11,686,674株となり、買付予定数の下限
（4,744,300株）以上となったことから、本公開買付けが成立し、その全てを取得することとなった旨の報告を受けま
した。
この結果、2026年４月６日（本公開買付けの決済の開始日）に本公開買付けの決済が行われ、同日付で、当社の総

株主の議決権の数に対する公開買付者の所有する議決権の数の割合が20％以上になったため、公開買付者は、新たに当
社のその他の関係会社及び主要株主に該当することとなりました。

６．異動前後における移動する株主の所有する議決権の数、議決権所有割合及び所有株式数

属性
議決権の数

（議決権所有割合（注１）、所有株式数） 大株主順位
（注２）直接所有分 合算対象分 合計

異動前 ― ― ― ― ―

異動後 その他の関係会
社及び主要株主

117,239個
(38.79％)

(11,723,970株)
―

117,239個
(38.79％)

(11,723,970株)
第２位

(注１) 「議決権所有割合」は、当社が2026年１月13日に公表した「2026年２月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕
（連結）」に記載された2025年11月30日現在の発行済株式総数（30,193,386株）から、2025年11月30日現在
の当社が所有する自己株式数（但し、株式給付信託（ＢＢＴ）の信託財産として株式会社日本カストディ銀行（信
託Ｅ口）が所有する当社株式（159,734株）は法令上、議決権が存在することから自己株式数より控除しておりま
す。）（10,435株）を控除した株式数（30,182,951株）に、2025年11月30日現在残存している当社新株予約権
の数の合計である336個の目的となる当社株式数（37,296株）を加算した株式数（30,220,247株）に係る議決権
の数（302,202個）に対する割合（小数点以下第三位を四捨五入）をいいます。

(注２) 「大株主順位」は、2025年８月31日時点の株主名簿をもとに、上記の異動を考慮して想定したものです。
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７．資本業務提携契約の締結について
当社は2026年２月12日付で公開買付者と資本業務提携契約（以下「本資本業務提携契約」といいます。）を締結し

ており、当該契約に基づき、以下の事項を骨子として推進してまいります。

(1) 資本関係の枠組み・スクイーズアウト・上場廃止
本公開買付けにより当社株式の全てを取得できなかったことから、当社は、株式併合等の手続（以下「スクイー

ズアウト」といいます。）を実施し、当社株式の上場廃止に向けた所要の手続を進めております。
当該スクイーズアウトを含む一連の手続の完了後においては、当社株式の議決権保有割合を、公開買付者（コー

ナン商事株式会社）約49.4％、株式会社バローホールディングス約50.6％とすることを前提として、必要な手続を
相互に協力して実施する予定です。
これに伴い、当社は、公開買付者の持分法適用関連会社となるとともに、株式会社バローホールディングスの連

結子会社となる見込みです。

(2) ガバナンス体制
当社は監査役会設置会社への移行等の機関設計見直しを実務上可能な限り速やかに行い、取締役・代表取締役の

員数及び指名権等については、公開買付者・株式会社バローホールディングス間の合意内容に沿って実施します
（将来の議決権比率の変動時は、これに応じた調整を行います。）。

(3) 商品・事業領域
PB（プライベートブランド）の企画・供給機能の段階的統合、ペット事業での協働（ノウハウ提供・テナント／

共同出店の検討）、プロ向け業態の開発支援等を通じ、収益機会の拡大を目指します。

(4) オペレーション・インフラ
物流拠点の最適化、什器・資材等の共同購入、店舗オペレーションの合理化、基幹システム等の事業インフラに

関する共同検討を進めます。

(5) 人材・推進体制
人材交流を含む人的資本の取組みを行い、必要に応じて資本業務提携推進委員会を設置し、施策の検討・推進を

行います。
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● 株主資本等変動計算書（2025年３月１日から2026年２月28日まで）
（単位：百万円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金
自己株式 株主資本

合 計その他利益剰余金 利益剰余金合計資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 繰越利益剰余金
当 期 首 残 高 2,011 13,540 308 13,849 2,896 2,896 △188 18,567
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △1,146 △1,146 △1,146
当 期 純 利 益 726 726 726
自己株式の取得 △0 △0
自己株式の処分 3 3
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 − − − − △420 △420 3 △417
当 期 末 残 高 2,011 13,540 308 13,849 2,475 2,475 △185 18,150

（単位：百万円）

新 株
予約権

純資産
合 計

当 期 首 残 高 19 18,587
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △1,146
当 期 純 利 益 726
自己株式の取得 △0
自己株式の処分 3
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） −

当 期 変 動 額 合 計 − △417
当 期 末 残 高 19 18,169

※記載金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。
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個別注記表

1. 継続企業の前提に関する注記
該当事項はありません。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
⑴ 資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券

子会社株式 移動平均法による原価法

⑵ 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
（リース資産を除く）

定額法、工具、器具及び備品については定率法
なお、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、3年間で均等償
却する方法を採用しております。
主な耐用年数は次のとおりです。
・建物 8年〜34年
・工具、器具及び備品 5〃〜20〃

② 無形固定資産
（リース資産を除く）

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社
内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

③ リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リー
ス期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

⑶ 引当金の計上基準
① 役員賞与引当金 役員の賞与の支給に備えるため、当事業年度の負担すべき支給見込額を計上

しております。
② 株式報酬引当金 取締役を対象とした株式報酬制度による当社株式の交付に備えるため、株

式交付規程に基づき、取締役に割り当てられたポイントに応じた株式の支
給見込額を計上しております。

⑷ 収益及び費用の計上基準
持株会社である当社の利益は、主に子会社他からの経営指導料、事務受託収入及び受取配当金収入であります。
経営指導料及び事務受託収入については、子会社他との契約内容に応じた受託業務を提供することが履行義務であ

り、履行義務の充足に従い一定の期間にわたって収益として認識しております。受取配当金については、配当金の効
力発生日をもって収益を認識しております。

⑸ その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
該当事項はありません。
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３. 会計方針の変更に関する注記
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正

会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準第20−３

項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号
2022年10月28日。第65−２項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変
更による計算書類への影響はありません。

４. 貸借対照表に関する注記
⑴ 関係会社に対する金銭債権債務 短期金銭債権 93百万円

短期金銭債務 44百万円

⑵ 有形固定資産の減価償却累計額 192百万円

５. 損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

営業取引
営業収益 2,134百万円
営業費用 521百万円

営業取引以外の取引
営業外収益 274百万円
営業外費用 4百万円

６. 株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末日における自己株式の数 170,256株
(注) 当事業年度末の自己株式数には、「役員向け株式交付信託」制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行が保有

する当社株式159,734株が含まれております。

７. 税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金 77百万円
未払事業税等 4百万円
株式報酬引当金 9百万円
その他 11百万円
繰延税金資産合計 103百万円
評価性引当金 △103百万円

繰延税金資産（負債）の純額 −百万円
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８. 関連当事者との取引に関する注記
子会社及び関連会社等

属 性 会社等の名称
資 本 金
又 は
出 資 金
(百万円)

事 業 の
内 容

議決権等
の 所 有
(被所有)
割合(％)

関 係 内 容
取 引 の
内 容

取 引 金 額
( 百 万 円 ) 科 目 期末残高

(百万円)役員の
兼任等

事 業 上
の 関 係

子会社

株式会社
ダイユーエイト 100 ホームセンター事業

所 有
直 接
100.0

２ 名

経 営
管 理
役 員 の
兼 任
資金取引

経営指導料の受取
（注）2 350 ― ―
出向負担金
（注）3 287 未 払 金 16
ＣＭＳによる受取利息
（注）4 131 ― ―
ＣＭＳによる預り
（注）4
（注）5

129 関係会社
預 り 金 201

CMSによる短期貸付
（注）4
（注）5

1,550 関係会社
短期貸付金 300

資金の長期貸付
（注）4 2,500

関係会社
短期貸付金 2,124
関係会社
長期貸付金 6,478

株式会社
タ イ ム 100 ホームセンター事業

所 有
直 接
100.0

１ 名

経 営
管 理
役 員 の
兼 任
資金取引

ＣＭＳによる受取利息
（注）4 83 ― ―
ＣＭＳによる預り
（注）4
（注）5

430 関係会社
預 り 金 682

資金の長期貸付
（注）4 1,500

関係会社
短期貸付金 1,602

関係会社
長期貸付金 4,899
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属 性 会社等の名称
資 本 金
又 は
出 資 金
(百万円)

事 業 の
内 容

議決権等
の 所 有
(被所有)
割合(％)

関 係 内 容
取 引 の
内 容

取 引 金 額
( 百 万 円 ) 科 目 期末残高

(百万円)役員の
兼任等

事 業 上
の 関 係

子会社

株式会社
ホームセンターバロー 100 ホームセンター事業

所 有
直 接
100.0

2 名
経 営
管 理
役 員 の
兼 任

経営指導料の受取
（注）2 163 ― ―

株式会社
アミーゴ 100 ペット事業

所 有
直 接
100.0

１ 名
経 営
管 理
役 員 の
兼 任

経営指導料の受取
（注）2 238 ― ―

ＣＭＳによる預り
（注）4
（注）5

511 関係会社
預 り 金 612

CMSによる短期貸付
（注）4
（注）5

200 関係会社
短期貸付金 ―

資金の長期貸付
（注）4 1,800

関係会社
短期貸付金 754
関係会社
長期貸付金 2,524

株式会社
アレンザ・ジャパン 40 輸入卸売業

所 有
直 接
100.0

―
経 営
管 理
資金取引

CMSによる預り
（注）4
（注）5

626 関係会社
預 り 金 586

有限会社
アグリ元気岡山 80 農産物生産・販売業

所 有
間 接
100.0

― 資金取引
CMSによる預り
（注）4
（注）5

17 関係会社
預 り 金 20

（注）1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.経営指導料については、経営指導契約に基づき決定しております。
3.出向者に係る人件費相当額を支払っております。
4.金利は市場金利を勘案して合理的に決定しております。
5.取引金額においては期中平均残高を記載しております。
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9. 収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記「⑷ 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

10. 1株当たり情報に関する注記
⑴ 1株当たり純資産額 604円54銭
⑵ 1株当たり当期純利益 24円20銭

11. 重要な後発事象に関する注記
(公開買付けの終了及び主要株主の異動)
連結計算書類「注記事項(重要な後発事象に関する注記)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略

しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
２０２６年４月２２日

アレンザホールディングス株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人
福 島 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 倉 持 直 樹
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 水 野 友 裕

監査意見
当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、アレンザホールディングス株式会社の２０２５年

３月１日から２０２６年２月２８日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損
益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、アレンザホールディングス株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の
財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法
人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を
含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果
たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

強調事項
重要な後発事象（公開買付けの終了及び主要株主の異動）に記載されているとおり、コーナン商事株式会社

が２０２６年２月１３日から実施していた会社の普通株式及び新株予約権に対する公開買付けは２０２６年３
月３０日に終了した。同社は２０２６年４月６日付で会社のその他の関係会社及び主要株主となっている。そ
の後、会社の株式は所定の手続を経て上場廃止となる予定である。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開

示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における
取締役の職務の執行を監視することにある。
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当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払
うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事

実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切

であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計
すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断
される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した
監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎と
なる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
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・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書に
おいて連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事
項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の
結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企
業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計
算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監
査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する
指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告
を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策
を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はそ
の内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害

関係はない。
以 上
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
２０２６年４月２２日

アレンザホールディングス株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人
福 島 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 倉 持 直 樹
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 水 野 友 裕

監査意見
当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、アレンザホールディングス株式会社の２０

２５年３月１日から２０２６年２月２８日までの第１０期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）につい
て監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含
む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

強調事項
重要な後発事象（公開買付けの終了及び主要株主の異動）に記載されているとおり、コーナン商事株式会社

が２０２６年２月１３日から実施していた会社の普通株式及び新株予約権に対する公開買付けは２０２６年３
月３０日に終了した。同社は２０２６年４月６日付で会社のその他の関係会社及び主要株主となっている。そ
の後、会社の株式は所定の手続を経て上場廃止となる予定である。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
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その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開

示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における
取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ

の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他

の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討する
こと、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
とにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事

実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成

し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であ

るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な

虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した
監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手する。

2026年04月23日 13時10分 $FOLDER; 34ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



34

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討
する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認めら
れるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でな
い場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告
書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな
くなる可能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等
が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告
を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策
を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はそ
の内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告書

監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2025年３月１日から2026年２月28日までの第10期事業年度における取締役の職務の執行
について監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに
当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用
の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を
実施いたしました。

① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、取締役会や政
策協議会等の重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必
要に応じて説明を求め、重要な会議議事録や稟議書等の決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所におい
て業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思
疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会
計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人
から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）
を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて
説明を求めました。また、会計監査人から日本公認会計士協会の品質管理レビュー及び公認会計士・監査審
査会の検査の結果について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計
算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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2. 監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システム

に関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年４月23日
アレンザホールディングス株式会社 監査等委員会

常勤監査等委員(議長) 宗 形 宏 ㊞
監査等委員 梅 津 茂 巳 ㊞
監査等委員 鈴 木 和 郎 ㊞
監査等委員 太 田 絢 子 ㊞
監査等委員 鉢 村 健 ㊞

(注) 監査等委員梅津茂巳、鈴木和郎、太田絢子及び鉢村健は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定する
社外取締役であります。

以 上
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